
 

 

千葉市監査委員告示第１３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    令和３年１１月２日 

 

千葉市監査委員 大 木 正 人 

同       宮 原 清 貴 

同        小松﨑  文  嘉 

同       麻  生  紀  雄 



 

 

３千総総第７０６号 

令和３年１０月２０日 

 

 千葉市監査委員 大 木  正 人 

 同       宮 原 清 貴 

 同       小松﨑  文 嘉 

 同       麻 生 紀 雄 

 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２８年度監査報告第１１号、平成３０年度監査報告第１１号、平成３１年度監査報告

第８号及び第１０号並びに令和２年度監査報告第８号及び第１０号により報告のあった監査

の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第

１４項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

様 



 

 

報告書番号 ２８監査報告第１１号 

監査の種類 財務定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（４）財産管理事務 

  キ 行政財産の目的外使用許可を適正に

行うべきもの（教育委員会） 

公有財産規則第２１条第１項による

と、所管課長は、行政財産の目的外使用

の許可を受けようとする者に対して、行

政財産使用許可申請書により申請させ

なければならないとされている。 

 しかしながら、市立学校、公民館、  

生涯学習センター、南部青少年センタ

ー、市所有の遺跡、埋蔵文化財調査セン

ター及び郷土博物館においては、電柱、

電話柱及び支線の設置のため、行政財産

を目的外に使用させているにもかかわ

らず、相手方から行政財産使用許可申請

書により申請させていなかった。 

 行政財産の目的外使用許可について

は、適正に行われたい。 

 

 

 

 

行政財産の目的外使用許可については、平

成２９年度以降の申請に対する許可は、規則

に基づき適正に行っている。 

 なお、現地確認を行い、許可内容と設置状

況に相違があったものについては、令和３年

４月１日までに許可内容を変更した。 



 

 

報告書番号 ３０監査報告第１１号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）支出事務 

 イ 補助金の交付決定及び額の確定の審

査に係る書類の確認を適正に行うべき

もの（保健福祉局） 

    補助金等交付規則第４条第１項によ

ると、補助金等の交付を決定するに当

たり、市長は、補助事業等の目的及び

内容が適正であるかどうか、金額の算

定に誤りがないかどうか等を調査する

とされ、同規則第１３条によると、補

助金等の額を確定するに当たり、市長

は、実績報告書等の書類の審査等によ

り、その報告に係る補助事業等の成果

が補助金等の交付の決定の内容及びこ

れに附した条件に適合するものである

かどうかを調査するとされている。 

また、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律施行規則（平

成１９年内閣府令第６８号）第１９条

によると、公益社団法人千葉市シルバ

ー人材センターにおいては、公益認定

（平成２４年４月１日）に伴い、事業

費及び管理費を適正な基準によりそれ

ぞれの費用額に配賦しなければならな

いとされている。 

    しかしながら、千葉市シルバー人材

センター運営事業等補助金に係る交付

申請書に添付された「補助金執行計画

書」及び実績報告書に添付された「補

助金精算書」の補助対象経費について

は、基準に基づく費用額の配賦がなさ

れていなかった。 

    補助金の交付決定及び額の確定の審

査に係る書類については、規則に基づ

き適正に確認を行われたい。 

 

 

 

 

 補助対象経費については、千葉市シルバー

人材センター運営事業等補助金交付要綱を

改正し、費用配賦後の経費を補助対象とし

た。令和２年度以降、改正後の要綱に基づき

適正な運用を行っている。 



 

 

報告書番号 ３１監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

  ア 使用料の納期限を適正に設定すべき

もの（都市局） 

 千葉市行政財産使用料条例（昭和３９

年千葉市条例第３３号）第３条第１項及

び第２項によると、行政財産使用料は前

納が原則となっており、例外として、市

長が別に定める場合は、使用料を後納さ

せることができるとされている。 

 また、「行政財産使用料の後納の取扱

いについて」（平成２２年３月３０日付

け財政部長通知）によると、後納させる

場合においても、特段の事情がある場合

を除き、使用日から起算して３０日以内

に使用料を納付させなければならない

とされている。 

 しかしながら、一部の後納させること

ができる使用料においては、特段の事情

がないにもかかわらず、使用日から起算

して３０日以内に使用料を納付させて

いなかった。 

 使用料の納期限については、条例に基

づき適正に設定されたい。 

 

 

 

 

行政財産使用料の納期限については、令和

３年度から、条例等に基づき適正に設定して

いる。 

 



 

 

報告書番号 ３１監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（2）支出事務 

 イ 補助金の交付決定及び額の確定の審査

に係る書類の確認を適正に行うべきもの

（こども未来局） 

   千葉市補助金等交付規則（昭和６０年

千葉市規則第８号）第３条第 1 項による

と、市長が特別の事由があると認める場

合を除き、補助金等の交付申請者は、補

助事業等に着手する前に申請書を提出し

なければならないとされている。 

   また、「補助金の執行事務の適正化につ

いて」（平成１７年５月１２日付け財政部

長通知）によると、補助金交付要綱には、

補助金額算出に必要な基準として、補助

対象とする具体的経費及び補助率を明示

することとされている。 

   しかしながら、千葉市児童養護施設等

の職員の資質向上のための研修事業補助

金については、交付申請書に、対象とな

る研修の領収書、研修資料等が添付され

ている等、補助事業着手前に提出された

と評価できない事例が見受けられた。 

   また、研修終了後の懇親会への参加費

用や昼食代等の、要綱に明示されていな

い経費について、補助対象経費に含まれ

るものとして補助金額の算定を行ってい

る事例が見受けられた。 

   さらに、東京都区内で開催された研修

に係る宿泊費を補助対象とする等、その

必要性が明確とは言えない事例が見受け

られた。 

   補助金の交付決定及び額の確定の審査

に係る書類については、規則に基づき適

正に確認を行うとともに、要綱で補助対

象とする具体的経費を明示し、補助金額

の算定を適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

補助金の交付決定及び額の確定の審査に

係る書類については、令和２年１２月２８日

付けで、こども家庭支援課長から千葉市内の

児童養護施設等の各施設長に対して、補助事

業等に着手する前に申請書を提出するよう

通知を行うとともに、所属職員に対して、補

助金等交付規則等に基づき、確認を行うよう

周知徹底した。 

また、令和２年度に補助金交付要綱を改正

し、補助対象とする具体的経費を明示し、適

正な運用を行っている。 

 

 

 

  

 

 



 

 

（２）支出事務 

ウ 光熱水費の経済的な執行に努めるべ

きもの（建設局） 

今回の監査において、光熱水費の支 

出に係る内容を確認したところ、水道料

金について、基本料金のみを支払い続け

ている事例が見受けられた。 

水道の使用実績がない期間が続くの

であれば、使用中止の手続を行うなど、

経済的な執行に努められたい。 

 

 

 

 

光熱水費の執行については、令和２年４月

２４日付けで、建設局長から各所属長に対し

て、適正に行うよう通知を行い、所属職員に

対し周知徹底した。 

なお、使用実績がない期間が続く水道につ

いては、令和２年１２月３日までに使用中止

の手続を行った。 

 

（３）契約事務 

ア 物品の調達事務を適正に行うべきも 

の（建設局） 

千葉市契約規則 （昭和４０年千葉市

規則第３号）第２２条によると、契約に

当たっては、あらかじめ予定価格を定め

なければならず、その額は価格の総額と

されている。 

また、千葉市物品会計規則（昭和５２

年千葉市規則第４９号）第１３条第１項

及び第３項によると、物品調達の契約事

務は、調達主管課長（市長事務部局にあ

っては契約課長）が行わなければなら

ず、物品管理者は物品の調達をしようと

するときは、執行伺に必要な附属書類を

添えて契約課長に送付しなければなら

ないとされているが、予定価格が１０万

円未満の物品については、「物品調達事

務の取扱いについて」（昭和５２年１０

月１日付け市長指定）により、所管課で

調達できるとされている。 

しかしながら、一部の物品調達につい

ては、１０万円未満に分割して、短期間

に複数回調達しているが、契約金額を合

算すると１０万円以上になっているこ

とから、予定価格が１０万円未満となる

よう意図的に発注を分割したものと評

価される。 

物品の調達に当たっては、予算執行の

透明性・経済性・競争性・公平性を阻害

することのないよう、適正に事務を行わ

れたい。 

 

 

 

物品の調達事務については、令和２年４月

２４日付けで、建設局長から各所属長に対し

て、規則等に基づき、適正に行うよう通知を

行い、所属職員に対し周知徹底し、以後、適

正な運用を行っている。 

 



 

 

（４）財産管理事務 

ア 公有財産の取得に伴う通知を適正に

行うべきもの（建設局） 

千葉市公有財産規則（昭和４０年千 

葉市規則第１１号）第３９条によると、

所管課長は、その所管に属する公有財産

を取得したときは、公有財産通知書によ

り管財課長に通知しなければならない

とされている。 

しかしながら、一部の公有財産（土地）

については、管財課長に取得の通知をし

ていないため、公有財産台帳に記載され

ていなかった。 

公有財産の取得に伴う通知について

は、規則に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

公有財産の取得に伴う通知については、令

和２年４月２４日付けで、建設局長から各所

属長に対して、規則に基づき、適正に行うよ

う通知を行い、所属職員に対し周知徹底し、

以後、所有権移転登記完了後、概ね１か月以

内に行うこととした。 

なお、公有財産台帳に記載されていなかっ

た土地については、令和２年９月までに管財

課長に取得の通知をした。 

 



 

 

報告書番号 ２監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

  ア 現金出納簿の検閲を適正に行うべき

もの（環境局） 

  （ア）事案及び問題点 

     今回の監査において、環境局の現 

金出納簿を確認したところ、指定金 

融機関等への払込額と現金出納簿に 

記載された払込額が一致しない事例 

が見受けられた。 

払込額が一致していない原因とし 

ては、現金出納簿に記載された金額 

と実際に保管している金額の検閲が 

不十分であることが考えられる。 

（イ）指摘 

 現金出納簿の検閲については、公 

金が市民から負託された貴重な財産 

であり、厳正かつ確実に取り扱う必 

要があることを改めて認識し、適正 

に行われたい。 

 

 

 

 

現金出納簿の検閲については、令和２年１

２月２日付けで、環境局長から各所属長に対

して、予算会計規則に基づき、適正に行うよ

う通知を行い、所属職員に対し周知徹底し、

以後、適正な運用を行っている。 

 

（２）支出事務 

ア 請求書の修正について（総務局、環 

境局） 

（ア）事案及び問題点 

     今回の監査において、紙の請求書

を確認したところ、請求日が砂消し

ゴム等で修正されているにもかかわ

らず、当該請求書に基づく支出が問

題なく完了している事例が見受けら

れた。これらの事例については、不

適正経理は認められなかったもの

の、不適切な事務処理であり、今後、

不適正経理につながりかねない問題

である。 

この原因として、平成２９年４月 

の新財務会計システムの運用開始に

伴い、電子決裁が導入され、請求書

はスキャナにより電子化したものを

支出命令書に電子添付することとさ

 

 

 

請求書については、令和２年度に各局長か

ら局内各所属長に対して、財政課長・会計室

長通知等に基づき、適正に確認を行うよう通

知を行い、所属職員に対し周知徹底し、以後、

適正な運用を行っている。 

 

 



 

 

れたことから、請求書に係るチェッ

ク機能が働いていないことが影響し

ているものと考えられる。 

  （イ）指摘 

この対応策として、既に、「請求書

の取扱いについて」（平成３１年３月

２８日付け財政課長・会計室長通知）

において、令和元年度以降、支出命

令者は決裁処理を行う際に請求書

（紙）の記載事項（請求日、請求者

名、請求金額等）が修正されていな

いこと、及び紙の請求書と電子デー

タが一致していることを確認するよ

う通知がなされていることから、所

管部局においては、今後、当該通知

に基づき、適正な事務処理を行われ

たい。 

また、「不適正経理処理の再発防止

に向けた取組みについて」（平成２２

年５月２８日付け市長通知）による

と、請求書等に正しく日付が記載さ

れていることを確認した上で請求書

等を受領することとされていること

から、所管部局においては、請求書

等の日付の確認についても、通知に

基づき適正に行われたい。 

 

（２）支出事務 

ウ 随意契約における業者積算内訳等の

適切な確認を行うべきもの（消防局） 

（ア）事案 

消防局では、毎年契約している各種 

設備保守委託において、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号の規定

に基づく一者との随意契約（性質又は目

的が競争入札に適しないもの。いわゆる

「２号一者随契」）が行われている事例

が多く存在する。その中に、次のような

事例が見受けられた。 

ａ 委託業務の内容に変更がないにも

かかわらず、ある年度に、各種内訳単価

が一律で約２５％引き上げられていた

事例。本事例については、各種経費が高

 

 

 

随意契約における業者積算内訳等の確認

については、令和２年１２月１日に施設課長

から所属職員に対し、適切に行うよう周知徹

底し、以後、適正な運用を行っている。 



 

 

騰しているとの業者の説明を受け、それ

を了承して契約したとのことである。 

ｂ ある年度に、例年どおりの保守点

検業務に加え、各種修繕業務を同一契約

内で実施することで業者と合意したと

のことであるが、仕様書や積算内訳書に

はその旨の記載がなく、単に保守点検業

務の各種内訳単価を倍額とする旨の見

積書を徴取し、その見積金額により契約

を締結していた事例 

（イ）問題点 

ａの事例においては、各種部品代に加

え、出張費や諸経費まで一律に約２５％

引き上げられており、業者の説明に合理

性を見出すことは困難である。 

また、ｂの事例は、１８か所の消防

署・出張所の設備を対象とした契約であ

るが、契約関係書類上では修繕に係る事

項が一切表示されていないため、いずれ

の署・所でどのような修繕が行われたの

か、不明である。結果的に、保守点検業

務とほぼ同額の修繕料を支出したこと

になるが、それが適切であったか否かが

検証できない状態となっている。 

（ウ）原因 

２号一者随契では、特定の業者と契 

約せざるを得ず、価格競争が生じないた

め、市側からの価格交渉の余地が狭くな

りがちである。加えて、業者の提示した

積算内訳書や仕様書においては、専門的

な内容が多くなりがちで、市側において

その内容の妥当性を検証することが困

難な状況となりやすい。 

そうした状況から、業者からの見積徴

取にあわせて積算内訳書等を徴取して

いるものの、その内容の検証が十分行わ

れていない事例が生じているものと考

えられる。また、たとえ検証を行ったと

しても、業者との交渉において、適切な

結果を引き出せなかった事例も存在す

るものと思われる。 

（エ）指摘 

年度間の価格比較や項目比較など可



 

 

能な範囲の検証を実施し、その記録を決

裁に添付されたい。 

また、修繕など、保守点検業務に含ま

れない追加の業務が発生する場合には、

当該業務に係る積算内訳書等を徴取し

内容の検証を行った上で、適切な契約を

締結されたい。 

 

（２）支出事務 

  エ 支払遅延を防止する体制を整備すべ

きもの（病院局） 

  （ア）事案及び問題点 

病院局の支払伝票を確認したとこ 

ろ、特に単価契約を締結している支払

において、適法な請求を受けた日から

支払までの期間が、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律で規定された

３０日間を超過することが常態化し

ていた。 

（イ）原因 

病院局においては、単価契約を多 

数締結しているが、品目や規格の種類

が膨大で支払時の審査に時間を要し

ていた。また、病院局における口座振

替払が月２回の実施であるため、支払

遅延が発生していた。 

（ウ）指摘 

病院局においては、支払伝票の審 

査の効率化に努めるとともに、口座振

替払の実施日を増やすなど、支払遅延

を防止する体制を整備されたい。 

 

 

 

 

支払遅延を防止する体制については、口座

振替払の実施日を増やす等の体制を整備し、

以後、適正な運用を行っている。 

 

 

（２）支出事務 

  オ 会計処理を適正に行うべきもの（病院

局） 

（ア）事案及び問題点 

病院局では、医療機器のうち輸液 

ポンプやシリンジポンプをリース契

約しているが、契約上中途解約が可

能なものとして、オペレーティン

グ・リース取引とし、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理をしてい

 

 

リース資産に関する会計処理については、

令和３年度から、関係法令等に基づき適正に

会計処理を行っている。 



 

 

た。 

しかしながら、当該契約について

は、解約時の賠償額は契約金額を上

限として発注者受注者協議して定め

るとされていることから、事実上解

約することができないリース取引に

該当する。 

また、医療機器の購入と同様の経

済的利益を得ることができ、かつ、

当該リース物件の使用に伴って生じ

る費用を実質的に負担していること

から、地方公営企業法施行規則第１

条第１４号に規定されているファイ

ナンス・リース取引に当たるため、

売買取引に係る方法に準じた会計処

理をすべきものである。 

（イ）指摘 

病院局においては、法令等に基づ 

き会計処理を適正に行われたい。 

 

（３）契約事務 

  ア 業者選定を適正に行うべきもの（環

境局） 

（ア）事案 

環境局における物品の調達につい

ては、市内登録業者に発注可能な物

品についても市内登録業者以外（準

市内業者・市外業者・未登録業者）

に発注していた。 

（イ）問題点 

「適正な入札・契約の執行につい

て」（資産経営部長通知）によると、

物品の調達等に際しての業者選定

は、地元中小企業者育成の観点から、

可能な限り市内中小企業者に発注す

るものとし、市内登録業者以外から

選定する場合は、必ず選定理由を明

記し、専決権者の意思決定を受ける

こととされているが、その理由が記

載されていない事例が散見され、市

内登録業者に発注可能な物品も存在

した。 

なお、これらの事例について、所

 

 

 

業者選定については、令和２年１２月２日

付けで、環境局長から各所属長に対して、資

産経営部長通知に基づき、適正に行うよう通

知を行い、所属職員に対し周知徹底し、以後、

適正な運用を行っている。 

 



 

 

管部局に確認したところ、より安く

発注可能な業者や一度に様々なもの

を発注可能な品揃えが豊富な業者を

選定したというものであった。 

（ウ）指摘 

     業者選定については、市内中小企

業者育成の観点に基づき適正に行わ

れたい。 

 



 

 

報告書番号 ２監査報告第１０号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）支出事務 

ア 補助金交付要綱に補助対象とする具

体的経費を明示すべきもの（経済農政

局） 

（ア）事案 

 千葉市卸売市場協力会補助金につい

ては、千葉市卸売市場協力会補助金交

付要綱で補助対象経費を「生ゴミ、発

泡スチロール、パレットの運搬及び再

生処理に要する経費」等と規定するの

みで、補助対象とする具体的経費を明

示していなかった。 

（イ）問題点 

 補助対象とする具体的経費が明示さ

れていない場合、年度によって補助対

象の取扱いが変則的になるなど、交付

決定や額の確定等の審査が適正に行わ

れなくなるおそれがある。 

（ウ）指摘 

 補助金交付要綱については、通知に

基づき規定を整備し、具体的経費を明

示されたい。 

 

 

 

 

 

 

千葉市卸売市場協力会補助金交付要綱に

ついては、令和３年４月１日付けで改正を行

い、補助対象となる具体的経費を明示した。 

 

（２）契約事務 

ア 予定価格の積算及び見積の積算内訳

書の徴取を適正に行うべきもの（経済

農政局） 

（ア）事案及び問題点 

競輪事業や農地基本台帳等に係る業

務委託において、予定価格の積算及び

見積りの積算内訳書の徴取を行ってい

なかったため、契約金額等の根拠が不

明であった。 

（イ）指摘 

予定価格の積算及び見積りの積算内

訳書の徴取については、通知等に基づ

き適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

競輪事業や農地基本台帳等に係る業務委

託における予定価格の積算及び見積りの積

算内訳書の徴取については、「予算及び契約

事務の適正な執行について」（平成２４年６

月６日付け資産経営部長通知）、「適正な入

札・契約の執行について」（令和２年１２月

２１日付け資産経営部長通知）等に基づき、

令和３年度から適正に行っている。 

 



 

 

（２）契約事務 

イ 契約書に契約締結日を記載すべきも

の（経済農政局） 

（ア）事案 

    競輪事業に係る業務委託等の契約書

において、契約締結日の記載のないも

のが散見された。 

（イ）問題点 

    契約書は、契約の成立及び内容を裏 

付ける証拠となるものであり、契約書

に示されている目的物や場所は契約締

結日現在のものを指していると考えら

れ、契約書の内容には契約締結日現在

施行されている各法令が適用されるこ

とになるが、契約締結日が不明（空欄）

であると、契約書が示す目的物や場所、

適用されるべき法令が明確に特定でき

ない。また、契約の有効期間が問題と

なった場合、契約締結日が不明（空欄）

であると、有効期間の起算点が分から

ないこととなる。 

（ウ）指摘 

    契約書における契約締結日は、契約 

の履行、解釈等において重要な役割を

担っていることから、空欄のままにす

ることなく、必ず明記されたい。 

 

 

 

 

 競輪事業に係る業務委託等の契約書につ

いては、令和３年度から、担当者は契約書作

成時に必ず契約締結日を明記するとともに、

公印審査時において、公印取扱責任者が施行

文書の確認を行っている。 

 

 

（３）財産管理事務 

ア 物品の管理を適正に行うべきもの 

（市民局） 

（ア）事案及び問題点 

「備品の確認について」（会計室長

通知）によると、備品を取得した場

合は、備品購入費のほか、支出科目

が委託料、工事請負費等であっても

備品登録を行うこととされている。 

しかしながら、市民局で賃貸借契

約を締結したスポーツ器具について

は、契約において、賃貸借期間終了

後に賃借人である市に無償譲渡する

と定められ、無償譲渡を受けていた

が、備品登録を行っておらず、備品

明細一覧表に記録されていなかっ

  

 

 

物品の管理については、令和３年３月３１

日付けで、市民局長から各所属長に対して、

物品会計規則等に基づき、適正に行うよう通

知を行い、所属職員に対し周知徹底し、令和

３年度から適正な運用を行っている。 

なお、無償譲渡されたスポーツ器具につい

ては、令和３年７月２７日に備品登録を行っ

た。 



 

 

た。 

また、当該物品が重要物品に該当

する場合、備品明細一覧表の記録に

基づき、毎年度の決算において作成

される財産に関する調書に現在高等

が記載されることから、同調書にも

影響を及ぼすことになる。 

  （イ）指摘 

物品の管理については、規則等に

基づき適正に行われたい。 

 

（３）財産管理事務 

イ 現金出納簿及び前渡資金整理簿の作

成を適正に行うべきもの（経済農政局） 

（ア）事案 

 公営事業事務所においては、現金出

納簿及び前渡資金整理簿を作成してい

なかった。 

（イ）問題点 

    入出金を正確に把握し可視化するた

めに、いつ、どのように入出金があっ

たのかを記録することは、事業を行う

上で正確な数値を把握することや不正

行為のリスクを回避するために欠かせ

ないものであるが、現金出納簿及び前

渡資金整理簿といった帳簿を作成して

おらず、実際の現金の額を日々確認し

ていなかった。  

（ウ）指摘 

    現金管理には必ずリスクがついて回

るものであることから、リスク回避の

ためにも、現金出納簿等の作成につい

ては、規則に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

現金出納簿及び前渡資金整理簿の作成に

ついては、令和３年度より千葉市予算会計規

則第５７条及び同規則第１１１条に基づき

適正に行っている。 

 

 

（４）その他 

ア 公文書の保存及び引継ぎを適正に行

うべきもの（経済農政局） 

（ア）事案及び問題点 

 千葉市観光事業等補助金に係る決裁

文書は、保存期間内であるにもかかわ

らず、所在が不明になっているものが

あった。 

 

 

 

公文書の保存及び引継ぎについては、令和

３年３月に、公文書管理規則第７条に基づ

き、観光事業等補助金に係る決裁文書の保存

期間を３年から１０年に修正するとともに、

公文書取扱規程第４０条に基づき、観光ＭＩ



 

 

（イ）原因 

 補助金の申請及び交付に関するもの

は保存期間が１０年とされているが、

文書管理台帳を調査したところ、観光

事業等補助金に係る決裁文書は保存期

間が３年で登録されており、正しく設

定されていなかった。 

 また、過去に実施された組織改正の

際に、適正に引継ぎが行われていなか

った。 

（ウ）指摘 

 公文書の保存及び引継ぎについて

は、規則等に基づき適正に行われたい。 

 

ＣＥ企画課から観光プロモーション課に対

し、文書の引継ぎを行った。 

 


